
徳島県地方大学交付金シーズ創出事業（自走）実施要綱

（目的）

第１条 この要綱は、地域における大学振興・若者雇用創出事業に関する徳島県「次

世代“光”創出・応用による産業振興・若者雇用創出計画」に基づき、県内企業の新

商品、新技術開発の促進による地域産業の振興を図るため、徳島県立工業技術センタ

ー（以下、「工業技術センター」という。）が中心となり、課題解決につながる共同

研究（以下、「本事業」という。）を推進することを目的とする。

（実施方法）

第２条 本事業は、この要綱の定めに基づき実施するものとする。

（研究実施体制）

第３条 本事業は、工業技術センターの研究員、大学等の研究者及び企業が研究グル

ープを結成し、その構成員である工業技術センターの研究員がグループリーダーとな

り、迅速かつ効果的に研究開発を行うものとする。

（企業の要件）

第４条 前条の研究グループを構成する企業（以下、「企業」という。）は、徳島県

内に事業所を有する企業とする。ただし、工業技術センター所長（以下、「所長」と

いう。）が認めた場合はこの限りではない。

（研究計画書の提出）

第５条 本事業を希望する企業は､あらかじめ研究グループを構成する他の者からの同

意を得た上で、工業技術センターが募集する期限内に、研究計画申請書（様式第１

号）（以下、「研究計画書」という。）を所長に提出しなければならない。

（対象とする研究）

第６条 本事業の対象とする研究は、徳島県「次世代“光”創出・応用による産業振

興・若者雇用創出計画」に基づき、次の要件を満たすものとする。

（１）新規性のある技術に基づき、事業化を指向していること。

（２）課題解決により本県産業への波及効果の大きいものであること。

（審査）

第７条 所長は、研究計画書を受理した場合は、速やかにその内容を審査し、本事業

に採択するか否かの結果を提出者に通知しなければならない。

２ 前項の審査に当たっては、研究グループの構成員に対して、その研究内容に関し

ての調査を行うことができる。

（研究契約の締結）

第８条 前条第１項で採択された企業は､工業技術センター及び大学等と研究契約書（

様式第２号）を締結しなければならない。

（研究の対象経費）

第９条 本事業における対象経費は、別表１のとおりとする。



（研究の経費負担）

第10条 企業は、研究負担金として、研究経費のうちの２分の１を負担する。この場

合、円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

（委託契約の締結）

第11条 所長は、迅速かつ効果的な研究を進める上で、研究内容の一部について、研

究グループを構成する企業、大学等の研究員が所属する大学等と委託契約書（様式第

３号）を締結することができる。

２ なお、地方大学・地域産業創生交付金交付対象事業の対象となる大学等について

は、補助金を充当することができる。

（委託の対象経費）

第12条 委託の対象経費は、別表２のとおりとする。

（研究の進捗）

第13条 研究実施期間中、技術開発の円滑な遂行を図るため、おおむね月１回程度、

研究グループ内の研究者が集まり、研究進捗状況等の打ち合わせを実施しなければな

らない。

（研究計画書の内容変更）

第14条 企業は、研究計画書の内容を変更する場合は、あらかじめ研究計画変更承認

申請書（様式第４号）を所長に提出し、承認を受けなければならない。

（研究の中止）

第15条 企業は、やむを得ない事情により研究を中止しようとする場合は、研究中止

承認申請書（様式第５号）を所長に提出し、承認を受けなければならない。

２ 所長は、本事業の研究を中止することがやむを得ないと認める場合は、研究契約

書を締結している者と協議の上、中止することができる。

（信用失墜行為の措置）

第16条 所長は、企業が虚偽の研究計画書を提出するなど著しい信用失墜行為があっ

た場合には研究を取消することができる。

（研究の結果報告）

第17条 研究グループが実施した研究の結果報告について、企業は、研究契約書に記

載されている実施期間の最終日までに、研究結果報告書（様式第６号）を所長に提出

しなければならない。



（研究経費の精算報告）

第18条 所長は、研究に要した経費の精算結果について、前条の報告書を受理した日

から起算して３０日以内に、研究経費精算結果報告書（様式第７号） を企業に送付

しなければならない。

（事業化）

第19条 本事業終了後、研究グループは、企業により速やかに、事業化するよう努め

なければならない。

（取得した備品等の帰属）

第20条 研究対象経費により取得した備品等は、県に帰属するものとする。

（特許権等の帰属）

第21条 研究の実施により生じた特許権等（特許権、実用新案権及び意匠権）及び特

許権等を受ける権利は、原則としてこれを県に帰属させる。

（補則）

第22条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は別に定め

る。

附 則

この要綱は２０２３年５月１日から施行する。

この要綱は２０２６年４月１日から施行する。



別表１ 研究対象経費

経費区分 内 容

旅費 工業技術センター職員分

消耗品費 工業技術センターにおいて使用する
試験研究用の消耗品

原材料費 工業技術センターにおいて使用する
試験研究用の原材料

役務費 特許、技術情報等の検索手数料

機械装置費 試験研究に必要な分析等の機械装置で工業
技術センターにおいて使用するもの

間接経費 工業技術センターが研究遂行に関連して
間接的に必要とする研究開発環境の改善
や事務運営に要する経費

委託費 委託研究に要する費用

その他経費 その他、所長が特に必要と認める経費

別表２ 委託対象経費

経費区分 内 容

旅費 試験研究用の旅費

消耗品費 試験研究用の消耗品

原材料費 試験研究用の原材料

役務費 特許、技術情報等の検索手数料

その他経費 その他、所長が特に必要と認める経費


